
愛知教育大学研究報告, 51 (人文・社会科学編), pp. 161~167, March, 2002

インタビューという技法について

中筋由紀子

Yukiko NAKASUTI

地域社会システム講座

0:はじめに

「おばあちゃんだけじゃ間違ったこと言わんか心配

だて嫁が言うもんで｡」1

これは,筆者が愛知県の中山間農村である,西加茂

郡藤岡村の,Kという字を訪れたときのことである。

筆者は,かつて,東京都中野区の寺院の檀家に対して,

アンケートとインタビューにより,先祖祭祀のあり方

や,それについての意識を調査したことがあった2.そ

してこの当時,それに対比するものとして,農村の伝

統的とされる先祖祭祀の形態が,現在どのように営ま

れているのかを知りたいと思っていた。そこで,そう

した古いしきたりが残っているという当地を訪れて,

そうしたことに詳しいと言われた80代の女性に,イン

タビューを申し込んだのである。

インタビュー調査自体は,これまで筆者が主に東京

都で行った調査と,おおむね同様な手続きを踏んで

行った。知人の紹介をもらって電話でお願いし,アポ

イントをとり,手紙で日付を確認し,当日訪れるとい

う形である。既に当地では,ムラの寺院の住職と前住

職に話を聞いており,当該の女性は,インタビュー対

象者としては三人目になるはずであった。 ところが,

相手宅を訪れると,同年輩の女性二人が既に訪れてい

て,インタビュー対象者は,上記のような言葉を述ぺ

たのである。

筆者にとってこうしたことは,これまでインタ

ビュー調査を行ってきた体験の中で,初めてのことで

あった。筆者としては,上述のとおり,調査したい事

柄は,中野区で行ったときから継続して同じものであ

ると主観的には思っており,各々の家の,先祖祭りや

葬送儀礼の形,またそれをめぐる意識について,尋ね

るつもりであった。筆者の考えでは,それはかなり私

的な事柄であり,他人がいる場所で自由に語ってもら

うのは,困難なのではないかと思われたのである。そ

れは過去の調査の体験に基づく考えでもあった。

それは,筆者が世田谷区のある家で行った,70代の

男性に対する同様な事柄についてのインタビューにお

けるものである。その調査は,上で触れた,中野区の

寺院の檀家を対象とした調査の一環として行われたも

のである。その時は先祖の祀り方やそれをめぐる意識

が,各々の家の,過去の社会的・地理的な移動の体験

に影響されるのではないかと考え,系譜を遡って過去

の世代のそうした体験について尋ねるつもりで,その

旨をインタビュー対象者に説明した上でインタビュー

を行った。そのインタビューの途中で,同じ敷地の別

棟の一戸建てに,結婚して住んでいる男性の長女が,

お茶を出してくれに来たのだが,男性の書いてくれた

家系図などを見咎めて,「お父さん,こんな個人的なも

のを,他人様にお渡しするのはどうかしら」と,言っ

たのである。女性は,それに続けて,マンション形式

で建てて,長男や次男の家族と階を違えて住んでいる

父親の家には,仏壇の置き場がないこと,先祖や家の

来歴などについて,自分たちは重視していないことな

どを語った。その時は,その人にも調査の目的や資料

の扱い方を色々説明した上で,了承を得て,その家系

図をもらって帰った。

実はこうした家族の間での意見の相違は,その男性

には予期されていたことではないかとも思われた。と

いうのは,その男性は,インタビューを申し込んだと

き,場所を駅前の喫茶店でと言ったのである。それを,

筆者が,よかったらご自宅でとお願いし,変更しても

らったのであった。仏壇などにおける先祖の祀られ方

を見られたらと思ったのである。もちろん,このでき

事自体は個別の家の事情や,あるいはその時のインタ

ビューの状況によるものであったのかもしれないが,

筆者はその時,そうした事柄が,とりわけ個人的なも

のである側面を帯びていることに気づかされたのであ

る。

即ち,家の先祖のまつりやそれについての考えなど

は,家族にとっての私秘的なことであるというばかり

でなく,同じ家の成員においても,必ずしも共有され

た知識ではなく,またお互いの前で自由に述べること

の出来る事柄でもない場合がある,ということである。

東京都で行った調査においては,インタビュー対象者

以外の人々が,ずっと一緒にいて,インタビュー内容

について,一緒に話をする,ということはなかった。

また,自分としてはこう思っているのだが,息子達は

そうはしないでしょう,というような言葉で,家族の

とりわけ世代間での意識の違いや,自分の意見は自分

だけのものである,というような言葉が,しばしば聞

かれたのである。
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そこで,藤岡町での調査において,筆者は,複数の

人々が,「おまえは知らんかやあ。わしが憶えとるが｡」

「わしは憶えがないが。ユキちゃんは知っとるて言う

で｡」等の言葉をかわして,互いの記憶を確かめあい,

あるいは訂正しながら語られるということを,初めて

体験したのであった。そうした中でよく知っている,

とされた人に更に紹介をもらって会いに行くと,やは

りそこに「近所のお友達」や,「よく知っとる人」が一

緒にいる,ということが度重なったのである。

1:フィールドの変容に伴う聞き取りの変化

ところで,複数の対象者に対する聞き取り調査は,

フィールドワークにおいては,当然,しばしば起こり

うる事態である。フィールドワークは,文化人類学,

民俗学において,主要な方法として用いられているも

のであるが,社会学においても,ケース・スタディや

モノグラフとして行われてきた。例えば,戦後の農村

社会学の権威とされる福武直は,昭和29年という,戦

後もっとも早い時期に出版された,社会調査の教科書

である,『社会調査の方法』という編著の中で,社会調

査の方法について,次のように分類している。

「調査の類型が一応分けられるように,技術的方法も

また大別して二つにわかつことができよう。すなわち

全体調査や部分調査などの統計的調査に用いられる技

術と,個別調査すなわち事例研究に主として使用され

る技術がそれである。前者では調査票や質問紙や測定

が,後者では観察や面接が重要な技法となるわけであ

る」(福武編, 1954 : p16-17)

そこでは,筆者が体験したような,複数の対象者に

対する聞き取りは,後者の事例研究の方法の一つとさ

れる参与観察についての記述の中で,集団面接という

言葉で表現されている。

「たとえば,集団の成員となり,あるいは集団活動に

本来の成員と同じように参与しつつ,その集団を観察

するものであり,ある点では集団面接の一形式となる。

(中略)そして,このようなやり方は,たとえば長年

月にわたってムラの人々と一緒に生活し,完全に村の

一員のごとく待遇されるようになるとき,最も理想的

となるのである」(福武編, 1954 : p17)

即ち,ここで福武が触れているのは,グループ・イ

ンタビューのように,互いに匿名化された個人の集ま

る集団ではなく,村落という長期に持続する社会集団

に統合された,複数の人間に対する面接調査のことで

ある。従って,筆者の藤岡町における体験は,かなり

統合性のある村落においてこそのものであったといえ

よう。逆に言えば,やはり都市における調査では殆ど

起こり得ないことであったと思われる｡それは例えば,

同書中で,都市調査について述べた中野卓の,次のよ

うな記述においても述べられていることである。

「都市では村落に比し,個人単位的・非制度的な交際

関係が重要さを増している｡従って調査に当たっても,

同世帯員でも個人別に,それらを面接調査する必要が

ある。そして,世帯主に問えば一応そのすべてがわか

るということは期待できない。いわんや村のように,

同じ村のことなら他の家のこともほぼ,ものしりの人

にきけばわかってしまうなどということは全くありえ

ない」(福武編, 1954 : p110)

「ものしりの人」に聞くということは,社会学の農

村調査においても行われてきたことである。例えばや

はり同書で,農村調査について述べた塚本哲人は,諸

種の現地についての情報を集積した上で行う,現地調

査の本格的な取り組みの最初に,「事情にくわしい本家

の古老」(福武編, 1954 : p52)の面接をおく。「村社会

の構造分析に関する」知識は,「地主」をはじめとする

「そうしたことにくわしい村民」からの聞き取りに

よって得られるのである。

このような,農村と都市という,対象となる社会集

団の性質の相違による,適切な調査技法の違いは,

フィールドワークを主要な技法とする文化人類学にお

いて,次のように問題化されている。即ち,近年,全

社会的な都市化の進展が,その技法の反省と新しい研

究法についての開発を,促したとされているのである。

例えば,「個人中心的民族誌」と言われる,新しい研究

の動きをあげられるだろう。その新しい研究手法につ

いて記述した,L.L.ラングネスとG.フランクの『ライ

フヒストリー入門』を訳した,米山俊直,小林多寿子

らのあとがきによれば,この新しい傾向は次のような

変化として捉えることが出来るとされる。

｢文化人類学において,今世紀前半に確立したフィー

ルドワークの方法は,長期参与観察と聞き取りを中心

にしていたが,その対象がもっぱらいわゆるr部族社

会』のような民族集団,あるいは村落社会のような地

域集団を対象として,個人はその一成員とみなされて

きた。インフォーマントは,その個性を消して,集団

の代表として記述された。それは集団成員をあたかも

クローンのように見なすことであった。

それに対して,個人に焦点をさだめて,個人の生涯

を通してその人を取り巻く社会を見るという方法,す

なわちライフヒストリー研究が注目されるようになっ

た。それは社会の近代化,都市化,価値観の多様化な

ど,ある地域社会,ある民族集団を散人の代表者の聞

き取りによって捉えることができなくなったことと関

係がある｣(L. L. Langness & G. Frank, 1981 = 1993 :
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しかしながら私たちは,以上のような,対象となる

社会集団の近代化や都市化による変化という問題をと

りあえず留保し,面接の技法という点に焦点を当てて,

もう一度,複数の対象者を相手とする場と,一人の対

象者と対面する場とを,語りの場のふたつのありよう

として考察してみたい。

2:語りの場の構造

ところで,塚本は農村における調査においても,た

だ村の物知りに尋ねるだけでは,知ることの出来ない

ことがあると述べている。一つは,村内の「派閥的な

まとまり」についてである。これは「決しで愉快なこ

とでもない」ので,「ひとりのいいぶんにしたがうこと

をせずに」,「被支配層に属する下層の家々」までもい

ちいち訪ねて,慎重に話す必要があると言う。

もう一つは,質問紙や調査票をもって「村民ひとり

ひとり,あるいは家々をひとつひとつ」回って行う調

査のひとつである「態度調査」である。「しかし態度調

査の場合,とくに農民においては,本家や地主などの

周囲に気兼ねして,本当の気持ちをなかなかいわない

ことが多」(福武編, 1954 : p62)い,と塚本は述べる。

インタビュー対象者が「態度や行動に関する自己の表

現も明瞭を欠くことが多い」時でも,「直接的な観察」

を大切にし,「他人にもらすべからざることはもらさな

いという細心の心づかいと,これが研究上必要な作業

であるという確信を私たち自身の面接態度のうちに示

して,信頼を得るようにする」ことで,そうしたこと

について知りうるのであると,塚本は述べている。

上記の塚本の話から気づかれるのは,農村において

人々が言葉にすることには,多様な位相があるという

ことである。例えば,村の誰もがその知識を認め,村

の外部の人にこの人に聞くといいと,言うことができ

るような,物知りの人が語る,村人にも体験的には共

有されている知識の位相がある。これは,塚本によれ

ば,「構造分析」という農村社会学の分析法において対

象とされる,村の「構造」に当たるものである。一方

で,「態度調査」等,個々人の意識や態度を質問紙など

によって尋ねるという,一対一の対面状況で,細心の

心遣いと信頼を得て初めて語られるような,それも曖

昧な言葉で語られるような,個人的な位相がある。こ

れらの調査の中に現れてくる農民の語りの位相の違い

は,生活の中にどのように現象し,位置づけられてい

るのだろうか。ここで,私たちは,民俗学者宮本常一

の,『忘れられた日本人』を取り上げてみたいと思う。

この作品は,歴史学者網野善彦が,解説で,「庶民自

身の語りを再現した名品,『民話』を生みだし伝承する

共同体のあり方を伝える文章Jと賞する作品である。

面接調査という語りの場に注目してこの著を見ると

き,私たちは,この著が,調査者と村人との出会いに

おける村の人々の語り,というものの位相の違いに基

づいて,注意深く章立てされていることに気づく。即

ち,章の配列を見てゆくと,私たちは,宮本という調

査者が,村へ入ってゆくときの,村の人々との出会い

方を知るばかりでなく,村における語りというものの

多様な位相が,村の古層を表す語りから,村の最も現

代的な語りまで,語りの構造の変化の過程を追って,

時系列的に配されていることに気づくのである｡以下,

各章を順に見てゆこう。

この著は,「対馬にて」という,村の古文書を借りよ

うとした時に体験した村の寄り合いの話から始まる。

それは,「名倉談義」と題した4人の古老たちからの話

に続き,「子供をさがす」というエピソードを挿んで。

「女の世間」という,田植えなどの農作業の折に女性

の間で交わされる話になる。

ここまでは,官本があとがきの中で自ら述べている,

調査の段取りにはぼ等しい並び方である｡即ち宮本は,

役場等で資料や古文書を探し,幾軒かの農家の個別調

査を行うと共に,村の古老に会って自由に話してもら

う。そしてその間に「主婦達や若い者の仲間に会う機

会をつくって,この方は多人数の座談会の形式ではな

しもきき,こちらもはなす」という手順を踏むのであ

り,ここまでは,そうした流れを追っているようにも

見える。先に福武直が述べた,理想的な参与観察に近

いものに見える。

ところが,次には,盲目の元「ばくろう」の話を聞

く「土佐源氏」,土佐山中の細い道をめぐる「土佐寺川

夜話」の話が来て,そのつぎに自分の祖父等「世間師」

と言われる人たちの,個人の語った話になる。そして

最後に,これまでの「文字を知らないか,知っていて

も文字に頼ることの少ない人たち」ではなくて,「文字

を読み文字に親しむもの」の話を聞き取った,「文字を

もつ伝承者」という章で締めくくられる。

この「土佐源氏」以下の章は,村の中にいながら,

村人遠の語りの中にとけ込むことの出来ない,あるい

はむしろ積極的に村の外へ出ていった人々の,語りの

個別性を扱っているのではないかと思われる｡例えば。

「土佐源氏」の語り手は,「わしのように村へはいらん

もの」は「村のつき合い」はしなくてもよいが,その

かわり「世間もまともなものには見てくれん」と述べ

る(宮本, 1960 = 1984 : pl44)。また次の「土佐寺川夜

話」は,山中の細い道にたよって行われる,村と外と

の交流の話であり,業病に侵された人だけの山道等の

話が語られる。その次には,旅をして世の中を知り,

そうした「世の動き」を村人達に知らせ,また村と外

部との交渉を仲立ちする等の役割を果たしたりした

「世間師」等の人々の話になる。彼らが,文字を知ら

ないために苦労をしたり,財を失ったりした話がなさ

れた後に,文字を知る人々の話がおかれているのであ
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る。

宮本によれば,文字を知る人々の話は,文字を知ら

ない人々と違って,村の伝承を文字の知識に基づいて

訂正して話すことがあるが,ただしその人の話は「村

全般のものとなることは少なく」「一般の村人はただそ

の人をえらい人としてのみ記憶している」(宮本,

1960 = 1984 : p261)のであるという。即ち,文字の知

識は,それを持つ人々にとって,村の外部への敏感さ

を与えると同時に,村の共同性からの一種の疎外を生

み出すものであると,宮本は考えているのである｡従っ

て,『忘れられた日本人』のこうした章の構成は,ただ

村の語りの多様な層について述べていると言うばかり

ではない。上記のような章の順序は,村に変化がもた

らされる過程を,語りの構造の変容において捉え,表

していると考えられる。

3:寄り合いにおける語り①:過去に負い目

を負う者

さて私たちは以上で,『忘れられた日本人』という書

物の構造を見てゆく中で,村における多様な語りの位

相について,またその重なりや変容の過程について見

ることができたと思われる｡そこで私たちはもう一度,

集団を相手にした語りについて,考察してみたいと思

う。

宮本常一は,「対馬にて」において,古文書を借りよ

うとして,「そう言う問題は村の寄り合いにかけて皆の

意見をきかなければいけない」と言われた時の体験を

述べている。結果を待ちかねて出かけていった宮本の

目には,寄り合いの場は,人々が一見ばらばらに雑談

をしているように見えた。 しかし宮本は,やがてその

場に固有な秩序と手順があることに気づく。寄り合い

の場は,「村でとりきめをおこなう場合には,みんなの

納得のいくまで何日でもはなしあう」という古い「協

議の形式」であるとされ,70代の老人が語る次のよう

な古い寄り合いの形が述べられる。

F昔は腹がへったら家へたべにかえるというのでな

く,家から誰かが弁当をもってきたものだそうで,そ

れをたべて話をつづけ,夜になって話がきれないとそ

の場へ寝る者もあり,おきて話を明かす者もあり,結

論が出るまでそれが続いたそうである。といっても三

日でたいていのむずかしい話もかたがついたという。

気の長い話だがとにかく無理はしなかった。みんなが

納得のいくまではなしあった。だから結論が出ると,

それはキチンと守らねばらなかった。話といっても理

窟を言うのではない。一つの事柄について自分の知っ

ている限りの関係ある事例をあげていくのである｡｣

(宮本, 1960 = 1984 : p16)

宮本は,こうした村の寄り合いについてバ‾すべての

人が体験や見聞を語り,発言する機会をもつというこ

とは,確かに村里生活を秩序あらしめ結束をかたくす

るために役立ったが,同時に村の前進にはいくつかの

障害を与えていた」(宮本, 1960 = 1984 : p21)と述べ

る。

ところで村の寄り合いは,私たちの考える会議など

と同じようなものであったろうか。例えば,村におけ

る地位の高低や資産の大きさ,年齢などの属性が,話

し合いの対等さに影響を与えたことは,予測のつくこ

とではあるが,宮本が指摘する寄り合いの特徴は,そ

ういうところにあるのではない。例えば宮本は,彼の

知人が,農地解放(改革)の話し合いがまとまらない

のに困った時,年寄りの示唆を受けて寄り合いで次の

ように述べた折のことを描いている。

｢｢みなさん,とにかく誰もいないところで,たった一

人暗夜に胸に手をおいて,私は少しも悪いことはして

おらん。私の親も正しかった。祖父も正しかった。私

の家の土地はすこしの不正もなしに手に入れたもの

だ,とはっきりいいきれる人がありましたら申し出て

下さいJといった。するといままで強く自己主張して

いた人がみんな口をつぐんでしまったバ宮本, 1960 =

1984 : p38)

また宮本は,自分が子供の時,村の寄り合いで,大

声で主張を続けていた男に,一人の老人が「足もとを

見て物をいいなされ」と言い,その一言に男が黙って

しまったのを見たという体験を述べている。また宮本

は,「女の世間」において,女性は「共同体の一員であ

る前に,女としての世間」をもっていること,そこで

交わされる話を通して,「男への批判力を獲得した」こ

とを指摘している。

即ち,寄り合いにおける語りには,独特な構造があっ

たと考えられる。一つには,寄り合いにおける言葉は。

「理窟を言うのではない」と宮本が言うように,個人

の意見や考えではなく,自分か体験した,あるいは誰

かから聞いた,かつ基本的には自らの村の,過去の事

例をあげてゆく形で述べられるものである。そしても

う一つには,個々人は,一人の独自の内面をもった人

間としてというよりは,各々の家という過去からの連

続性の中に位置づけられた者として,寄り合いの場に

参加している。文化人類学者R.ベネディクトの言葉を

借りて言い換えるならば,「過去に負い目を負う者」3と

しての自らの立場を忘却したような言葉を述ぺること

は,人々の非難を受けるということである。 しかもこ

の過去については,自らの家の過去であるとはいえ,

その家の成員こそが最もよく知っているという風に

は,村においては位置づけられていない。例えば宮本

は,先の「暗夜胸に手をおいて」の事例に関連して。

「年より仲間」というものについて,次のように述べ
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に無限の関心を寄せているものの群の與論の他にはな

かったのである」(柳田, 1947 = 1990 : p159)

｢その村では六十歳になると年より仲間に入る。年よ

り仲間はあつまり,その席で,村にあるいろいろのか

くされている問題が話し合われる。かくされている問

題によいものはない。それぞれの家の恥になるような

ことばかりである。そういうことのみが話される。し

かしそれは年より仲間以外にはしゃべらない。年より

がそういう話をしあっていることさえ誰も知らぬ｡｣

(宮本, 1960こ1984 : p37)

また宮本は,村の女性の婚姻生活などにおける困難

等の,密かな相談相手になってきた｢世話焼きぽっぽ｣

の話にふれている｡こうした年よりの存在は,村の各々

の家の成員の事情や過去についても,同じ家の他の成

員や,あるいは当の成員以上によく知るものが村の中

にいて,彼らが確かに何を知っているかは明らかでな

くとも,そうした知識のあることが,村人遠の言葉を

抑制するものとなっていたことを示しているものと思

われる。村の寄り合いには,一つにはこうした縦の過

去,あるいは記憶というものの共同性による,村人達

の言葉の規制,あるいは規範化が働いていたと考えら

れる。さて次には,これに対して横の規制ということ

について,柳田國男の議論をひいて更に考察してみた

しゝ。

4:寄り合いにおける語り②:群の輿論

ここで取り上げたいのは,柳田國男が『婚姻の話』

(1947年)において,「群の與論」という言葉で述べて

いるような語りの構造である。

柳田が「群の與論」という言葉を用いるのは,若者

組,娘組等の活動が,村の中で配偶者を選ぶ自由を確

保してきたという,かつての婚姻の成立における若者

達の役割を述べる中でである。柳田は,かつての日本

の村が,内婚集団であったこと,そうした婚姻のあり

方が,同齢団体の活動によって支持されてきたもので

あり,その団体の解体が,それと措抗してきた個々の

家の,経済力や家格を高めようと遠方との縁組みを求

めるあり方へと変容してきた結果として,当時通例と

された結婚のあり方が成立してきたと述べる。柳田に

よれば,かつての同齢団体の役割とは次のようなもの

であった。

｢男女各々身に適した選択を誤らず,いったん契りを

篭めた以上は一生涯背かぬということは,今でも全部

の国民に共通した念願であるに関わらず,これを個々

の判断に委ね,我欲の自由に任せておくと,失敗する

ものは多かったのである。これに対して正しい指導力

と標準を示すものは,土地を同じゅうしてともに育ち,

互いに知り悉している青年処女,自身もまたこの問題

即ち,柳田によれば,このような同齢団体の群とし

ての與論が,安易な男女の結合を抑制すると共に,一

旦成立した結合を,男女の家や世間に認知させる力と

もなり,かつまた,その契約を将来にわたって監督す

るものともなっていたというのである。 また柳田は。

「群の力でないと表示し得られない女性の與論」(柳

田, 1947ニ1990 : p74)という言葉で,「群の與論」と

いう形を得ることで,一人では立場の弱い女性でも,

家長や若い男性などの行動や判断にも影響を与えるこ

とが出来たと述べている。これは宮本が述べている「女

の世間」ということにも通じる視点であろう。

言い換えれば,個々人の意見は,「群の興論」となる

ことで,初めて村の中で認知されるものとなる。それ

は,偶々自分の意見が単に多数派の意見と同じである,

ということではなく,自らの村の中での位置に応じた

団体生活において認知されていること,その中でふさ

わしく活動することを通じて,形成されてくる考えで

あるということである。換言すれば,自分の意見や考

えが先にあって,それに仲間を同調させるとか周囲の

同意を得るというのではなくて,ある人の考えが,団

体生活の中から形成されてきたものであり,みんなの

意向を汲んだものであると認知されることが,群の與

論であるということなのだ。

従って,何か群の與論であるかは,誰か一人の意見

を聞くことでは知ることは出来ない。それは,日常の

団体生活を基礎として,そこで交わされるやりとりを

背景としているとはいえ,既にそこで完全な意見の一

致を見ていて,団体のどのメンバーでも外部の人間に

これが我々の意見だと説明できるというものではな

く,とある場面で,とある問題をめぐって,集団の相

互作用の中で,生起してくるものなのである。従って,

群の與論を聞きたいのであれば,それは集団の中で語

られなくてはならない。

そしてまた,こうしたことの背景には,村の中に,

様々な位相において,互いに利害の相克する側面が含

まれていたことがあると考えられる。それは例えば,

柳田が,同齢団体の役目は,「家族制と対立して一方の

権能を制限していた」ことにある,と述べた背景に見

いだされるような側面である。この場合は,若者達が

認める組み合わせに基づいて,婚姻を村内に限定しよ

うとする若者組等の同齢団体と,個別な家の勢力を伸

張しようとして,村外によりよい縁組みを得ようとす

る家長との間の利害の相克である。しかし,若者組ば

かりではなく,官本が「女の世間」や「年より仲間」

等の話で指摘したような,独自の語りを共有する集団

があり,これらの集団が,個別の家々の利害の措抗に

対して,抑制する働きをしたと考えられる。従って,
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ここでは柳田國男の概念を拡張し,寄り合いにおける

語りを,語り手が語りを共有すると認められている集

団に関連づけて捉えること,それによって一つの意見

として認知されると同時に,他の集団と,相互規制を

慟かせることを,ここでは「群の與論」という言葉で,

捉えることとしたい。先の章で述べた「縦の規制」に

対してこれは,「横の規制」と捉えることができるだろ

フ。

5:語りの個人化

以上で私たちは,村落という,個人を越えて長期に

持続し,生活上の多くがその内部の社会関係に収束し

て営まれる,統合された社会集団においては,ある個

人の語りというものが,個人のものとして析出しない

ような規制が働くことを見てきた。

その一つは,個人を,過去の家の系譜上に関連づけ

て捉えることによる「縦の規制」である。この規制が

働くためには,その成員の過去の系譜上の成員につい

ての知識が,共有されたものであること,少なくとも,

その成員だけが知っていて,それについて述べる資格

があるのではないことが,成立していなくてはならな

い。そしてもう一つは,村内でも特に,より弱い立場

にある者の語りを,果団の中で認知され,一つの批判

力として機能させるための,「群の與論」という形を

とった「横の規制」である。この場合,「群の與論」と

いうものが成り立つためには,「女の世間」という宮本

の話で見たように,日常の労働や娯楽などが,常にそ

のような集団を単位として行われており,その中で互

いに情報を交換している,という状態があり,それが

村落の中で認知されていることが必要である。そうし

た「年より仲間」や「女の世間」のような,各々の「世

間」があると認められた上で,そのような中で共有さ

れるようになった知識や意見が,個別な家の利害に基

づく振る舞いを規制する力を得るのである。

さて,ではこのような村落における語りのあり方は,

どのように変容し,解体していったのであろうか。私

たちは,もう一度,冒頭で取り上げた調査事例から,

この点について考察してみたいと思う。農村における

調査の体験と,都市における調査の体験を対照したと

きに気づかれる最大の差異は,実は語られる内容では

なくて,語り方にあるという点について指摘しておい

たが,その点をもう少し事例から見てみよう。

この二つの調査で筆者が調査事項としていたのは,

死者をめぐる儀ﾈLの形,具体的には葬儀や先祖祀りの

仕方についてであり,またそれについての意識であっ

た。都市における調査では,筆者は,柳田國男の「先

祖になる」という社会移動についての概念を念頭に置

いていた。柳田の考えは,近代日本において,社会移

動は,個人の達成を目標としてではなく,新しい家の

創始者となる,即ち「先祖になる」という,伝統的な

価値観に基づく形で行われたという考えである。従っ

て,都市の寺院の檀家とは,こうして新しい家の創始

者となり,子孫にそれを継がせることのできた人々,

即ち「先祖になる」ことを実現した人々を含んでいる

者と予測されたのである。そこで,筆者の調査の目的

は,このような人々を含む都市檀家層において,死者

をめぐる儀礼の形や意識は,どのように持続あるいは

変容しているのだろうか,ということであった。

実際に調査を行った結果,儀礼の形態上は,都市は

農村と,かなり近いものであったといえる。特に, い

わゆる「地付き」といわれるような,その土地に代々

住んできて,職業も地主や米屋などの,代々継承して

きたような層においては,本家分家の関係の存続など,

伝統的と捉えられるおり方が見られた。また,意識に

ついては,移動を体験した家々では,その移動の様態

によって,家の将来へ向けての永続の見込みが影響さ

れ,その結果,家を永続させるという規範意識や,先

祖による恩義を感じる意識などを,薄める傾向が見い

だせた。またそこには,現在の家族成員との,心情的

な絆を重視するような,新しい傾向が幾分見いだせた。

しかしながら,それはまだまだ予兆的なものといえ,

特に先の「地付き」層においては,家や先祖をめぐる

意識は,内容としては,伝統的なあり方と変わるとこ

ろがないように見えるものであった。

しかしながら,農村における調査と比較したとき,

都市では,こうして,一見伝統的な価値観を述べてい

る人々においても,それらの言葉は,語る人の,しば

しば強い私秘的性質を帯びる個人性において,語られ

た言葉であったことが判る。即ち,彼らは,先祖の恩

義や,それに基づいて現在の自らを律する規範につい

て述べるが,それらの集団的な意識や規範は,その人

だけのものとして,個人的に捉えられているのである。

そのことは,まず語りの場が,必ず調査者と被調査者

の一対一の場として設けられている,という点に表れ

ていると考えられる。被調査者以外の人々は,同じ家

族であっても,そうした調査上の会話に参加したりは

しない。これは形式上の違いであるとはいえ,農村と

比較するならば,被調査者の側における,先祖祭りな

どの事柄を捉える捉え方の変化であるといえる。更に

は,被調査者は,そうした意識が,自ら個人のもので

あること,家族であろうとそれが共有されていないこ

とを,実際に認知し,そう述べていたのである。

従って,農村と都市の調査を比較した結果から,都

市化に伴う,先祖祭祀をめぐる変容について,私たち

は次のように考えることができるだろう。即ち,「先祖

になる」という伝統的な価値観に基づいた,近代日本

における社会移動のあり方は,集団主義的な価値を,

個人的に達成しようとするものであった｡その実現は,

価値観自体の変化を帰結したとは,現在のところは言

えないが,それについての共有という前提を失わせ,
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それを語る仕方を個人的なものにした,ということで

ある。社会移動の過程そのものは,より多面的な事象

であると考えられるが,ここでは,都市化という現象

が,語りの場の構造そのものの変化として表れたこと

を見いだした,という点を確認しておきたい。

6:おわりに一近代社会と社会調査について

さてもう一度,社会調査における,面接という技法

についての考察に戻ってみたいと思う。以上述べてき

たことから,私たちは,質問紙による大量調査か,イ

ンテンシブな事例研究におけるものかに関わらず,社

会調査に共通の点が見いだせることに気づく。それは

これらの社会調査が,面接者と受け手の,一対一の直

接対面的な関係とされる場で,語られる言葉を基礎と

して,行われているということである。更にはそのよ

うな社会調査は,インタビュー対象者の社会にとって,

面接者が外在者であること,または世論調査のように,

無記名で回答者の匿名性が守られるほど,より率直な

意見を得られるものであるとされてきた。

これに対して,以上で私たちが見てきたのは,村落

という長期に持続する,統合された社会集団において

は,個人の語りというものが,析出しないような様々

な規制が働いている,ということである。ある個人は,

村内においては,独自の意見と利害を待った存在とし

てではなく,家の過去の系譜上の成員に関連づけられ,

またその年齢や性別などの社会的属性に応じた,村内

の社会集団に関連づけられることで,その語る言葉を

認知されるのである。

わたしたちはこのような調査における違いを,語り

の場の構造の変化として捉えた。即ち,一方では,文

化人類学や農村社会学で行われてきたような,村の一

員と遇されるほどのラポールを築いた上での集団イン

タビューや儀礼分析などの形で明らかにされるような

社会が想定されており,その一方で,個人の主観的な

把握により説明し尽くされることを基礎とするような

社会,即ち理念的には完全に近代化された社会が,想

定されている。私たちは,これを「語りの個人化」と

いう言葉で考察した。そして,もう一度実際の調査の

場に戻って考えるならば,私たちの社会は,後者へと

移行しつつも前者のような語りの場が維持されてい

る,という重層性において捉えられるものではないか,

と考えられる。それは,例えば先祖祭祀ということを

めぐる集団主義的な規範を,個人化された語りの中で

言及する,というようなあり方に,見いだせる点であ

る。このような重層性は,宮本の著作を取り上げて分

析したような,多様な語りの位相の表れとして,私た

ちの社会の諸処に見いだされるであろう。そうした実

態の分析が次の課題として考えられるが,本論考は,

とりあえず,語りの場の構造に着目するという分析の

視点を提供することで,締めくくることにしたい。
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都市における先祖祭祀と『家移動』｣,『宗教と社会』3号, 1997

年, pl40-161.

3例えばベネディクトは,『菊と刀』の中で次のように述べている。

｢彼らは過去に負い目を負う者である。西欧人が祖先崇拝と名

付けているものの大部分は実は崇拝ではなく,また祖先にだ

け向けられているのでもない。それは人間が過去一切の事物

に対して負っている大きな債務を認める儀式である｡｣(R.

Benedict, 1946 = 1947 : p113)

ベネディクトは,同書で日米の｢文化の型｣を比較している

が,第五章｢過去と世間に負い目を負う者｣では,過去や世間

に対する負債を意思決定や行為の動機とする日本と,それら

からの独立を基礎とするアメリカという文化の違いについて

述べている。
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